
さぬき市結婚新生活支援金について 

 

本事業は国の交付金を活用して実施するため、国の予算状況により

内容が変更となる場合があります。 
 

申請を希望する場合は、政策課へ事前相談をお願いします。 

 

制度の趣旨                                

さぬき市では、若者の婚姻に伴う経済的負担を軽減するために新生活に係る

経費の一部を補助する「さぬき市結婚新生活支援事業」を行っています。 

 

≪用語の説明≫ 

(1) 住宅賃貸 次に掲げる住宅を除く賃貸住宅を所有または転貸する者との間

で夫婦いずれか一方が名義人となる建物賃貸借契約を締結し、夫婦の居住の用

に供することをいう。 

ア 勤務事務所の社宅・社員寮、公的賃貸住宅または雇用促進住宅 

イ 世帯員の３親等以内の親族が所有する賃貸住宅 

 

(2) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給または負担する住宅に関する全て

の手当をいう。 

 

(3) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体から学生の修学や生活のために貸

与された資金をいう。 

 

 

制度の概要                                                  

 令和８年１月１日から令和９年３月３１日までに婚姻届を提出し、受理され

た夫婦のうち、下記要件を全て満たす世帯に対して「結婚新生活支援金」を交付

します。 

 

■要件 

下記要件を全て満たす世帯です。 

(1) 令和８年１月１日から令和９年３月３１日までの間に婚姻届が受理された

夫婦（令和８年１月１日以後に離婚し、同一の配偶者と再度の婚姻届を提出し、

受理された夫婦を除く。）であること。 



 

(2) 支援金の交付を申請する日（以下「交付申請日」という。）における直近の

所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額（以下「世帯の所得額」という。）

が５００万円未満であること。 

 ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸 

与型奨学金の年間返済額を控除した金額が５００万円未満であること。 

 

(3) 夫婦ともに、現に市内の住宅に居住しており、かつ、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）の規定により当該住宅の所在地において本市の住民基本

台帳に記録されていること。 

 

(4) 夫婦ともに婚姻日における年齢が４０歳未満であること。  

 

(5) 日本人又は出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２条

第２号に規定する外国人のうち同法別表第２に規定する永住者、日本人の配偶

者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第６条第３項第１号に規定する特

別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。 

 

(6) 夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。 

 

(7) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護または支援金と

重複する他の公的給付を受けていないこと。 

 

(8) 夫婦ともに過去に国または他の地方公共団体におけるこの支援金と同様の

趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。 

 

(9) 夫婦ともにさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱（平成２５年さぬき市告示

第２２号）に基づく商品券の交付を過去に受けていない又は受ける予定がない

こと。 

 

(10) 夫婦の同一世帯にさぬき市移住促進家賃等補助金交付要綱（平成２８年さ

ぬき市告示第６７号）に基づく移住支援金の交付を過去に受けた者又は受ける

予定の者がいないこと。 

 

(11) 夫婦の同一世帯にさぬき市東京圏ＵＪＩターン移住支援事業補助金交付

要綱（令和元年さぬき市告示第１１号）に基づく移住支援金の交付を過去に受け



た者又は受ける予定の者がいないこと。 

 

 

(12) 夫婦の同一世帯にさぬき市さぬき暮らし学生応援補助金（令和４年さぬき

市告示第５２号）及びさぬき市さぬき暮らし若者世代応援補助金（令和４年さぬ

き市告示第５３号）に基づく補助金を過去に受けていない又は受ける予定がな

いこと。 

 

 

(13) （7）から（12）までに掲げるもののほか、夫婦ともに対象経費について、

他の公的制度による補助等を受けていないこと。 

 

(14) 夫婦ともに次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

イ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

ウ 暴力団関係者（暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちな

がら、その組織の威力を背景として暴対法第２条第１号に規定する暴力的不

法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその

組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。） 

 

(15) 夫婦ともに市が定めるセミナー等（以下「指定セミナー」という。）を受講 

していること。指定セミナーについては、事前相談にてご確認ください。 

 

 

対象となる経費                              

 交付対象世帯が婚姻を機に支払った次に掲げる費用で、令和８年４月１日か

ら令和９年３月３１日までの間に、支払が完了するものが対象となります。 

 

①住宅賃貸費用 

婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、家賃（共益費を含む。）

および初期費用（敷金、礼金および仲介手数料） 

ただし、婚姻日より前の賃借については、婚姻日から起算して１年以内に、婚

姻を機に新た住宅を賃借した場合に限ります。 

 

②引越費用 



 婚姻を機に本市に転入し、または市内で転居する際に要した費用のうち引越

業者または運送業者への支払いに係る実費を対象とします。 

ただし、不要になった家財道具の処分に係る費用は除きます。 

 

※ 対象経費について、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該

手当の支給分を交付対象経費から差し引くものとします。 

※ 市長が適当でないと認める費用については、対象経費から除くものとしま 

す。 

 

 

補助額                                  

 ①と②を合わせて 

・夫婦ともに３０歳未満の世帯：上限６０万円 

・上記以外の世帯：上限３０万円 

 ※補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、切り捨てます。 

 

 

申請の時期                                

 令和８年４月１日（水曜日）から令和９年３月３１日（水曜日）まで 

 ※必ず政策課へ事前相談をお願いします。 

 

 

必要書類等                                

(1) 結婚新生活支援金交付申請書（請求書）（様式第１号） 

(2) 結婚新生活支援金誓約書（様式第２号） 

(3) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書  

(4) 夫婦それぞれの交付申請日時点における直近の所得証明書 

・令和７年１月～同年１２月までの所得額が掲載されたもの。 

・令和８年１月１日に住民票のあった市区町村で取得してください。 

(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類（(4)の所得証明書の期間と同一期間 

内のものに限る。） 

(6) 本申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し 

(7) 本申請に係る住宅賃貸借初期費用の額とその内容が分かる書類 

(8) 本申請に係る引越費用の額とその内容が分かる書類 

(9) 勤務先からの住宅手当の支給額が分かる書類 

(10) 交付対象経費の支払が完了したことを証明する書類 



(11) 指定セミナーを受講したことを証明する書類 

(12) その他市長が必要と認める書類  

(13) アンケート 

 

※上記書類以外にも、別途書類をいただく場合があります。 

※様式第１、２号およびアンケートは市ホームページからダウンロードでき 

ます。 

※内容を訂正する場合は、押印をお願いすることがあります。 

 

 

申請の流れ                               

 事前相談→交付申請（請求）→交付決定→口座振込 

  申請者にしていただくことは、□で囲んでいる部分です。 

 

 ※内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。 

  

 

受給資格の認定について                          

※国の交付金を活用して実施するため、国の予算状況等により「受給資格の認定」

ができない場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に、対象世帯が婚姻を機

に支払った費用が補助の対象となりますが、この期間後初めて費用の支払が完

了する予定となる世帯は、令和８年度中に「受給資格の認定申請」を行うと、令

和９年度に交付申請（請求）できる場合があります。 

 例えば、令和９年２月２８日に婚姻届が受理された夫婦が、令和９年４月以降

に家賃等の支払が完了する場合、令和９年３月３１日までに「受給資格の認定申

請」を行うと、令和９年度に交付申請（請求）できます。 

必要書類等をご案内しますので、お問合せください。 

 

 

前年度からの継続補助について                     

※国の交付金を活用して実施するため、国の予算状況等により「令和８年度から

の令和９年度への継続補助」ができない場合があります。あらかじめご了承くだ

さい。 



 

■令和７年度からの継続補助について 

令和７年度に結婚新生活支援金の交付を受けたものの、補助上限額に達しな

かった世帯は、継続補助として補助上限額までの残額について申請できる場合

があります。 

例えば、夫婦ともに３０歳未満の世帯が令和７年度に２５万円の交付を受け

た場合、該当の補助上限額６０万円から差し引いた残額３５万円について令和

８年度に申請できます。 

該当の世帯へは、令和８年６月頃に継続補助についてお知らせをお送りしま

すので、必要書類等をご確認ください。 

 

 

申請受付窓口・お問合せ先                         

〒７６９－２１９５ 

さぬき市志度５３８５番地８ 

政策課 定住・移住促進係 

電話：０８７－８９４－１１１２ 


